
平成28年度　東京都男女平等参画施策一覧

平成28年度予定

事業規模

人権教育研究協議会における講義、学校訪問におけ
る指導・助言、人権教育プログラムへの関連資料の
掲載

園長・校長対象4回、副園長・副校長対象4回、主幹
教諭・指導教諭・主任教諭・教諭等対象  4回等

区市町村教育委員会指導主事等対象　4回

都内公立幼稚園・公立学校教員等に63,500部配布

160 都立高校における男女別定員
制の緩和

31校 教育庁

159 学校運営の工夫・改善

５．男女平等参画を推進する社会づくり

（１）　教育・学習の充実

ア．学校での男女平等

158 教育課程の適正な編成及び実
施

男女平等教育を教育課程に位置付け、組織的･計画
的に指導するよう、職層に応じた人権教育研究協
議会を実施します。
区市教育委員会等との連携を通し、各学校が男女
平等教育を適正に推進するよう、人権教育指導推
進委員会を開催し、研究・協議を行います。

各学校における校内研修等で活用するよう、人権
教育の手引きである「人権教育プログラム」に男
女平等教育に関する指導資料を掲載します。

教育庁学校が、学習指導要領を踏まえ、教育活動全体を
通して組織的・計画的に男女平等教育を実施する
よう、指導計画の作成など指導内容の改善のため
の指導・助言を行います。

男女別募集人数の９割までを総合成績の順に決定
し、１割に相当する人員を男女合同の総合成績に
より決定することにより、男女別定員制の緩和を
図ります。

・指導訪問で校内研修等における指導・助言
・人権尊重教育推進校　52校

教育庁各学校で、教職員が男女平等教育について正しい
理解と認識を深め、指導内容や方法の改善、充
実、効果的な教材の開発等を行うよう校内研修を
支援します。

学校の実態に即した男女平等教育を推進するた
め、全都の公立学校の中から人権尊重教育推進校
を指定し、その研究・実践の成果を全都に普及し
ます。

所管局№ 事業名 事業概要

５　　男女平等参画を推進する社会づくり



平成28年度　東京都男女平等参画施策一覧

平成28年度予定

事業規模

所管局№ 事業名 事業概要

161 インターンシップの推進 ・学校外の学修としての単位認定や総合的な学習の
時間への位置付け、及び特色ある教育課程の編成に
向けた一層の推進
・都独自教科「人間と社会」の体験活動の一つとし
て、インターンシップの実施機会の設定

教育庁

162 わく(Work)わく(Work)Week
Tokyo（中学生の職場体験）の
推進

・3～5日　約628校　実施予定 教育庁

163 進路指導の充実 ・キャリア教育教師用手引書の活用
・外部人材の導入･活用の促進等を図るためのリーフ
レットの更新作成・配布

教育庁

164 教職員への研修の実施 ・教育管理職候補者研修　498名　年1回開催
・初任者研修　　　　　　700名　年1回開催
・10年経験者研修　 1,613名　年1回開催

専門性向上研修
・人権教育Ⅱ　 40名　年2回開催

教育庁

165 社会教育関係職員等研修の実
施

年18回 教育庁

(1)広報誌「とうきょうの地域教育」　各18,000部
年４回発行

(2)人権啓発学習資料「みんなの幸せをもとめて」
105,000部

167 都立学校公開講座 全都立学校　315講座 教育庁

教育庁166 情報資料の収集と提供 都民の生涯学習及び社会教育活動に必要な情報・
資料を提供します。

都民の生涯学習の幅広いニーズに応えるととも
に、開かれた学校の実現を目指して、都立学校の
教育機能を開放し学習機会を提供します。

ウ．多様な学習機会の提供

中学生が、５日間程度学校を離れて地域の商店及
び企業、公的施設などの職場で実際に仕事を体験
することを通して、男女平等参画社会の一員とし
ての自覚を促すとともに、一人一人の社会的・職
業的自立に向け、必要な基盤となる能力や態度を
育成します。

社会教育関係指導者等を対象に、人権問題に対す
る正しい理解と認識を深めるための研修を実施し
ます。

学校が、キャリア教育の視点に立った進路指導の
内容及び方法の工夫･改善を図り、組織的・計画的
に推進できるよう支援します。

就業体験を通じて、社会的・職業的自立に必要な
能力や態度を育成するため、これまでのインター
ンシップ実施校の実績を踏まえ、インターンシッ
プを効果的に推進するとともに、就業体験の受入
先の開拓を進めます。

イ．研修・情報提供

人権課題「女性」等について、今日の人権教育推
進に関わる国際的な動向や東京都教育委員会の基
本的な考え方、当面する人権教育推進上の諸課題
について理解を深め、各学校における具体的な推
進を図ることができるよう、教職員への研修を実
施します。
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平成28年度予定

事業規模

所管局№ 事業名 事業概要

168 自主学習活動の支援 ホール、会議室、保育室、ワーキングルーム等の貸
出等

生活文化局

169 職業訓練の実施 （No.12参照） 産業労働局

170 保育つき職業訓練の実施 （No.21参照） 産業労働局

171 しごとセンター事業の推進
（多様な働き方に対する支
援）

（No.11参照） 産業労働局

206 女性の活躍促進の気運醸成 ・東京都女性活躍推進会議の運営
・女性の活躍推進に取り組む各界に向けた知事賞の
贈呈
・女性の活躍推進に向けた都民、事業者との協働プ
ロジェクト
・国際的リーダーシップの発揮
・女性活躍推進白書の普及

生活文化局

東京ウィメンズプラザの施設の利用・貸出を通じ
て、男女平等参画に関する学習活動を支援しま
す。

都立職業能力開発センター等において、求職者を
対象として就職に必要な知識・技能を習得できる
よう職業訓練を実施するとともに、在職者を対象
にしたキャリア・アップのための短期訓練も行い
ます。また、資格取得や訓練内容等の情報提供の
充実を図ります。(再掲）

子育て中の求職者に、民間教育訓練機関を活用し
た保育サービス付きの職業訓練を受ける機会を提
供し、能力開発・早期就業を支援します。(再掲）

パート、アルバイト、派遣労働など、いわゆる正
社員以外の働き方や起業・創業、NPOでの就業など
雇用労働以外も含めた多様な就業形態を選択でき
るよう、相談窓口及び資料・情報コーナーの設置
や、普及セミナーの開催、Web上での情報サイトの
運営など、総合的な情報提供による支援を実施し
ます。(再掲）

（２）　普及・広報の充実

仕事と家庭・地域生活などあらゆる分野における
女性の登用や継続就業に向けた取組を促し、すべ
ての女性が意欲と能力に応じて多様な生き方が選
択できる社会を実現するため、女性活躍推進の気
運の醸成を図ります。
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平成28年度予定

事業規模

所管局№ 事業名 事業概要

172 普及啓発及び情報提供の実施 都政全体の広報を行う中で、男女平等参画推進のた
めの普及啓発・情報提供についても所管部課の要望
により随時実施する。
活用媒体
「広報東京都」、東京都提供テレビ・ラジオ番組等

生活文化局

173 インターネットによる情報提
供

ホームページ、ツィッター等を利用して、情報提供
を行う。

生活文化局

174 年次報告の公表 インターネットによる公表（男女平等参画の現状、
施策の実施状況、意識調査の実施）

生活文化局

175 東京ウィメンズプラザ図書資
料室の運営

蔵書　約6.5万冊 生活文化局

176 女性団体等との交流 年1回　2日間開催 生活文化局

177 男女平等参画推進会議の運営 年1回開催
・施策の進行管理
・重要施策の総合調整

生活文化局

178 研修の実施 (No.131参照） 各局

都における男女平等参画の促進に関する施策を総
合的かつ効果的に推進するため、関係各局部長を
委員とする男女平等参画推進会議を運営します。

都民・団体・行政が交流を深めながら、男女平等
参画社会の実現について考えるフォーラムを開催
します。

男女平等研修
職員を対象に実施し、男女平等参画の理解を深
め、事業の立案や運営への反映を図ります。（再
掲）

イ．交流及び指導者研修

ア．都庁内における対応

「広報東京都」、都提供テレビ・ラジオ番組や東
京都総合ホームページ等の都政一般広報媒体を活
用して、男女平等推進のための普及啓発や情報提
供を行います。

東京ウィメンズプラザのホームページにおいて、
プラザ施設の予約、開催する講座の申込みや図書
類の予約・検索サービスを実施します。
また、男女平等参画ポータルサイトを設け、就職
や福祉情報等、総合的な情報を提供します。

基本条例第11条に基づき年次報告を作成し、東京
の男女平等参画の状況及び男女平等施策の実施状
況等を公表します。

都民の自己啓発、自主研究などを支援するため、
関連図書、行政資料等を収集し、提供します。

②　社会制度・慣行の見直し

ア．情報の提供

①　情報・交流の推進
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平成28年度予定

事業規模

所管局№ 事業名 事業概要

179 都職員の旧姓使用 総務局

各局

180 男女平等参画審議会の運営 「男女平等参画のための東京都行動計画」を改定す
るため、知事の付属機関として審議会を設置する。
総会：年5回
部会：（男女平等参画部会）5回
（配偶者暴力対策部会）5回

生活文化局

181 男女平等参画推進会議の運営 (No.177参照) 生活文化局

182 年次報告の公表 (No.174参照) 生活文化局

183 研修の実施 (No.131,178参照) 各局

184 男女平等参画に関する総合相
談

・総相談件数 17,026件
（DV相談4,518件含む）
・一般相談
・特別相談
・男性相談

生活文化局

185 福祉相談 (No.120参照) 福祉保健局

イ．相談（都民からの申出）

男女平等研修
職員を対象に男女平等参画に関する研修を実施し
ます。(再掲）

東京ウィメンズプラザにおいて、男女平等参画の
推進に関する問題や人権侵害など、女性の抱える
様々な悩み相談、法律に関する相談、男性のため
の悩み相談等に対応した総合相談を実施します。

緊急の保護又は自立のための援助を必要とする女
性等の福祉の増進を図るため、女性相談センター
において、電話や面接によって生活各般の相談に
応じます。

基本条例に基づき、知事の附属機関として設置
し、行動計画及びその他男女平等参画に関する重
要事項を調査審議します。

都における男女平等参画の促進に関する施策を総
合的かつ効果的に推進するため、関係各局部長を
委員とする男女平等参画推進会議を運営します。
（再掲）

基本条例第11条に基づき年次報告を作成し、東京
の男女平等参画の状況及び男女平等施策の実施状
況等を公表します。 (再掲)

（３）　推進体制

ア．都における体制

平成14年4月から実施法令や制度上、戸籍名を使用することが必要なも
の（源泉徴収・給与簿等）、対外的に法的効果を
伴う行為に用いるもの（契約書、納入通知書）な
どを除いて、都職員の申出により、旧姓使用を認
めます。
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平成28年度予定

事業規模

所管局№ 事業名 事業概要

186 労働相談 労働相談などで対応
(No.9,128参照）

産業労働局

187 男女平等参画審議会の運営 (No.180参照) 生活文化局

188 男女平等参画を進める会の運
営

総会２回 生活文化局

189 区市町村との連絡会議等 ・区市町村男女平等参画施策担当者連絡会議　年3回
・15都道府県主管課長会議　年1回
・大都市主管課長会議　年1回

生活文化局

190 区市町村男女平等参画施策推
進状況調査の実施

ホームページ上で公表 生活文化局

191 行政機関男女雇用平等推進担
当者連絡会議の開催

年1回 産業労働局

192 女性センター連絡会議等の開
催

館長等会議　年2回 生活文化局

・男女平等推進担当職員研修
実務編1回、実践編1回、応用編1回

・相談員のためのスーパーバイズ　月1回
・相談員養成講座
講義2回、演習4回

基本条例に基づき、知事の附属機関として設置
し、行動計画及びその他男女平等参画に関する重
要事項を調査審議します。(再掲)

ウ．区市町村や事業者等との連携

男女雇用平等、仕事と家庭との両立支援等に係る
意見や情報交換のため、国・都・区市町村との連
絡会議を開催します。

193 区市町村職員等への研修の実
施

区市町村の相談員等や男女平等参画（女性）セン
ター職員等に対する支援を強化し、育成を図るた
め、研修を行います。

都における男女平等参画の効果的推進を図るた
め、区市町村男女平等施策担当者連絡会議等によ
り、意見や情報の交換を行います。

男女平等参画（女性）センター館長会議を開催
し、東京ウィメンズプラザの事業運営等に関し
て、都内のセンター等から意見・提言を受けると
ともに、相互に情報交換等を行うことにより、男
女平等参画社会の実現を目指します。

生活文化局

各区市町村における男女平等参画施策の総合的な
推進状況を把握し、区市町村間の情報の共有化を
図るとともに調査結果を公表し、広く都民に情報
を提供します。

基本条例に基づく行動計画の策定及び推進に関し
て、都民、事業者と都が、連携・協力して取り組
む場として設置し、各々の行動計画の取組状況に
ついて、報告等を行います。

賃金、昇給などの男女間の格差や職場におけるセ
クシュアル・ハラスメントなどに関して、労働相
談情報センターにおいて、相談・あっせんを行い
ます。（再掲）
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所管局№ 事業名 事業概要

194 アジア大都市ネットワーク21
共同事業
「女性の社会参画」への参加

「アジア大都市セミナー」への参加 生活文化局

※　No.201以降は、「男女平等参画のための東京都行動計画｣(平成24年3月）策定以降の新規事業

男女平等参画社会の実現に向けて、アジア大都市
セミナーへ参加するなど、アジアの大都市との連
携・協力により、共通の課題の解決に取り組みま
す。
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